
各施設の管理方法・個別計画等に係る整理表（マネジメント計画前・短期計画期間末（現時点）・中期計画期間末（10年後））

マネジメント計画運用開始前（～H28年度） マネジメント計画運用開始後（短期計画期間 H29～R7年度） 中期計画末時点（10年後）の目標（R17年度）

分類１ 分類２ 分類３ 所管 主な管理方法※1，※2 管理体制（直営・委託、
等）

点検・健全度評価等 個別計画（長寿命化・修繕計画） 個別計画の進捗 管理方法 管理体制（直営・委託 等） 点検・健全度評価等 個別計画（長寿命化・修繕計画） 計画期間（現行） 個別計画の進捗

1級・2級市道 道路課
予防保全型管理
（状態基準保全）

※一部施設のみ対象

道路舗装修繕計画策定時に
実施

道路舗装修繕計画（H25～） 一部施設を対象 道路舗装修繕計画策定時に実施 道路舗装修繕計画 R6-R10 遅れあり

その他一般市道 道路課 未実施 未策定 - -

歩　道 道路課 事後保全型管理 - - - -

道路橋 道路課
予防保全型管理（状態基準保
全）※一部施設のみ対象

橋りょう長寿命化修繕計画
策定時に実施

橋りょう長寿命化修繕計画（H26～） 一部施設を対象 橋りょう長寿命化修繕計画 R7-R11 計画通り

歩道橋 道路課 横断歩道橋長寿命化修繕計画
R3-R7

更新後：R8-R12（予定）
計画通り

ペデストリアンデッキ（大船駅東口） 道路課
大船駅東口ペデストリアンデッキ長

寿命化修繕計画

R4-R8
統合後：R8-R12（予定）
※横断歩道橋に統合予定

概ね計画通り

ペデストリアンデッキ（大船駅西口） 道路課
大船駅西口ペデストリアンデッキ長

寿命化修繕計画

R7-R11
統合後：R8-R12（予定）
※横断歩道橋に統合予定

概ね計画通り

エレベータ 道水路管理課

エスカレータ 道水路管理課

トンネル トンネル及び地下道 道路課 事後保全型管理 個別発注 - - -
予防保全型管理

（状態基準保全）
個別発注 定期点検実施（法定・5年に1回） トンネル長寿命化修繕計画 R7-R11 遅れあり

盛土・ブロック積擁壁，防護ネット 道路課 個別発注 - -

街路樹
みどり公園課
・道水路管理課

実施無し（健全度評価等はないが、２年毎の
剪定業務発注時に職員にて目視点検を実施）

なし（管理方針を策定予定※植え替
えなどに係る方針）

街路照明灯 道水路管理課
予防保全型管理（状態基準保
全）（メンテナンス付きリー

スによる施設調達）

灯具：メンテナンス付きリー
ス契約対応
支柱：個別発注

定期点検実施（5年に1回）
なし（県のガイドラインに従い全数

を5年毎点検・修繕実施）

カーブミラー 作業センター
定期点検実施（5年に1回）

（R4年度から開始）

道路標識 道水路管理課 R5年度実施

防護柵（ガードレール等） 道路課 -

護岸等（コンクリート、自立擁壁、ブロック積
み、柵きょ）

下水道河川課 ※「準用河川改修基本計画」 - -

管きょ・ボックスカルバート 下水道河川課 未策定 - -

流入ゲート 下水道河川課 事後保全型管理 個別発注 実施無し（H30に一度点検実施） - - -

雨水調整池 雨水調整池（自然流下） 下水道河川課 事後保全型管理 直営・個別発注 - - -
予防保全型管理

（状態基準保全）
直営・個別発注 定期点検実施（職員による点検） 未策定 - -

園路・広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、
運動施設、教養施設、便益施設

みどり公園課

予防保全型管理
（状態基準保全）

※一部公園の遊戯施設のみ対
象

長寿命化計画策定時に実施 長寿命化計画（H26～） 一部施設を対象

管理施設（擁壁、落石防護網等を除く） みどり公園課

管理施設（擁壁、落石防護網等） みどり公園課 個別発注 事後保全型管理 個別発注 - - - -

植樹（高木） みどり公園課

植樹（中木） みどり公園課

植樹（低木） みどり公園課

児童遊園
遊戯施設、便益施設、教養施設、休養施設、管理
施設

みどり公園課 事後保全型管理 委託・直営・個別発注 - - -
予防保全型管理

（状態基準保全）
委託・直営・個別発注

長寿命化計画策定時に実施
（公園に準拠）

公園施設長寿命化計画 R2-R11 概ね計画通り

園路・広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、
便益施設

みどり公園課

管理施設（擁壁，ガードレール，落石防護網及び
柵等を除く）

みどり公園課

管理施設（擁壁，ガードレール，落石防護網及び
柵等）

みどり公園課

緑地内の樹木等 みどり公園課

漁港 漁港
護岸等（コンクリート、自立擁壁、ブロック積
み、柵きょ）

農水課 事後保全型管理 個別発注 随時実施（不定期） - -
予防保全型管理

（状態基準保全）
個別発注

日常点検（年１回）、定期点検（10年に1回）
実施

機能保全計画 R7-R57 計画通り

名越クリーンセンター（R7.1焼却停止→中継施設
建設予定）

環境センター
・環境施設課

今泉クリーンセンター（H27.3焼却停止→収集・
運搬・中継施設）

環境センター
・環境施設課

笛田リサイクルセンター（カン・ビン・紙類の資
源化処理施設）

環境センター
・環境施設課

笛田リサイクルセンター長寿命化計
画（H30.3）

H30-H59（R29）

深沢クリーンセンター（し尿・浄化槽汚泥処理施
設）

環境センター
・環境施設課

- -

腐食のおそれの大きい箇所 下水道河川課 -

重要施設（ 緊急輸送路・軌道下）及び民間開発
団地、圧送管（露出部）

下水道河川課
一部の汚水マンホール蓋を対象に長寿
命化計画策定（H26～）（国庫補助事

業）

その他　本管 下水道河川課 実施無し -

その他　取付管・汚水ます 下水道河川課 事後保全型管理 - -

雨水管きょ 開きょ、矩形きょ、台形きょを含む 下水道河川課
予防保全型管理

（状態基準保全）
実施無し 遅れあり

フラップゲート 下水道河川課 事後保全型管理 点検実施 -

下水道終末処理場 浄化センター

中継ポンプ場 浄化センター

雨水調整池
（ポンプ排水）

浄化センター

事後保全型管理 - - -

会計区
分

インフラの分類

事後保全型管理 ---

河　川
河　川 事後保全型管理 直営・個別発注 - - -

実施無し（H30に一度点検実施）

個別発注

- -直営（カーブミラー・防護
柵）・個別発注

事後保全型管理

予防保全型管理
（状態基準保全）

保守委託により実施 定期実施橋りょう構造物
予防保全型管理

（状態基準保全）
保守委託により実施 定期実施 - -

一般会
計

道　路

舗　装 直営・個別発注

予防保全型管理
（状態基準保全） 直営・個別発注

橋りょう 個別発注
予防保全型管理

（状態基準保全）
個別発注 定期点検実施（法定・5年に1回）

- - -

道路付属施設 事後保全型管理 - - -

事後保全型管理

事後保全型管理 指定管理・直営・個別発注 - - - -

予防保全型管理
（状態基準保全）

指定管理・直営・個別発注
長寿命化計画策定時に実施

（遊具は毎年法定点検実施。その他は指定管
理にて随時点検実施。）

公園施設長寿命化計画 R2-R11

-

予防保全型管理
（状態基準保全）

直営・個別発注
※草刈等の一部日常管理は下
水道施設と併せて包括的民間

委託により対応。

事後保全型管理 - - -

事後保全型管理
指定管理

※広町緑地（都市公園）を除
く・直営・個別発注

- - -

概ね計画通り

遅れあり

直営・個別発注 - - -

予防保全型管理
（状態基準保全）

直営・個別発注

緑地維持管理計画策定時に実施 緑地維持管理計画

H31-R7
更新後：R10～（予定）
※R7改定委託に係る

予算がつかず

事後保全型管理 - - -

下水道
事業会

計

下水道

汚水管きょ 事後保全型管理 直営・個別発注 - -

予防保全型管理
（状態基準保全）

--

事後保全型管理
・予防保全型管理
（時間計画保全）

※機械設備

直営・個別発注 -

- -

生活環境
施設

生活環境施設

-

処理場・ポンプ
場

事後保全型管理・
予防保全型管理

（時間計画保全）
※機械設備

運転管理業務委託
※機械設備

長寿命化計画策定時に実施 各施設の長寿命化計画

定期点検実施
※管渠については、法定点検対象（腐食の恐

れの大きい箇所）実施。
その他は、順次実施中。

事後保全型管理 直営・個別発注 - --

包括的民間委託（R5.3～）
・個別発注

経営戦略：R3-R12
ストマネ計画：R4-R8

下水道経営戦略
ストックマネジメント計画

重要施設（ 緊急輸
送路・軌道下）：

遅れあり
その他：計画どお

り

一部遅れあり

直営（カーブミラー・防護
柵）・個別発注

包括的民間委託のレベル
※「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」（国土交通省）より
　レベル1・・・運転管理の性能発注
　レベル2・・・レベル1に加え、ユーティリティの調達及び管理を含めた委託
　レベル3・・・レベル2に加え、資本的支出に該当しない補修・修繕計画の策定・実施までを含めた委託

-

事後保全型管理・
予防保全型管理

（時間計画保全）
※機械設備

運転管理業務委託
※機械設備

ストックマネジメント計画策定時に実施

公園等・
緑地

公　園

指定管理
※広町緑地（都市公園）を除

く・直営

事後保全型管理
・予防保全型管理
（時間計画保全）

※機械設備

直営・個別発注 - -

-

緑　地

※1．	主な管理方法について、例えば、予防保全型管理（状態基準保全）を採用するとしたインフラであっても、その一部の部材や部品については、特性や損傷の傾向により、時間基準保全や事後保全などの異なる管理方法を採用する場合があります。
※2．	事後保全型管理を採用するインフラにおいても、設置から取替までの期間に関する状況をデータベース化することによって、時間基準保全の適用を検討します。
※3．	街路照明灯は、設備をリースにより調達する場合もあり、管理方法は未定ですが、予防保全型管理が実施されるものと想定しています。

事後保全型管理
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各施設の管理方法・個別計画等に係る整理表（マネジメント計画前・短期計画期間末（現時点）・中期計画期間末（10年後））

分類１ 分類２ 分類３ 所管

1級・2級市道 道路課

その他一般市道 道路課

歩　道 道路課

道路橋 道路課

歩道橋 道路課

ペデストリアンデッキ（大船駅東口） 道路課

ペデストリアンデッキ（大船駅西口） 道路課

エレベータ 道水路管理課

エスカレータ 道水路管理課

トンネル トンネル及び地下道 道路課

盛土・ブロック積擁壁，防護ネット 道路課

街路樹
みどり公園課
・道水路管理課

街路照明灯 道水路管理課

カーブミラー 作業センター

道路標識 道水路管理課

防護柵（ガードレール等） 道路課

護岸等（コンクリート、自立擁壁、ブロック積
み、柵きょ）

下水道河川課

管きょ・ボックスカルバート 下水道河川課

流入ゲート 下水道河川課

雨水調整池 雨水調整池（自然流下） 下水道河川課

園路・広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、
運動施設、教養施設、便益施設

みどり公園課

管理施設（擁壁、落石防護網等を除く） みどり公園課

管理施設（擁壁、落石防護網等） みどり公園課

植樹（高木） みどり公園課

植樹（中木） みどり公園課

植樹（低木） みどり公園課

児童遊園
遊戯施設、便益施設、教養施設、休養施設、管理
施設

みどり公園課

園路・広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、
便益施設

みどり公園課

管理施設（擁壁，ガードレール，落石防護網及び
柵等を除く）

みどり公園課

管理施設（擁壁，ガードレール，落石防護網及び
柵等）

みどり公園課

緑地内の樹木等 みどり公園課

漁港 漁港
護岸等（コンクリート、自立擁壁、ブロック積
み、柵きょ）

農水課

名越クリーンセンター（R7.1焼却停止→中継施設
建設予定）

環境センター
・環境施設課

今泉クリーンセンター（H27.3焼却停止→収集・
運搬・中継施設）

環境センター
・環境施設課

笛田リサイクルセンター（カン・ビン・紙類の資
源化処理施設）

環境センター
・環境施設課

深沢クリーンセンター（し尿・浄化槽汚泥処理施
設）

環境センター
・環境施設課

腐食のおそれの大きい箇所 下水道河川課

重要施設（ 緊急輸送路・軌道下）及び民間開発
団地、圧送管（露出部）

下水道河川課

その他　本管 下水道河川課

その他　取付管・汚水ます 下水道河川課

雨水管きょ 開きょ、矩形きょ、台形きょを含む 下水道河川課

フラップゲート 下水道河川課

下水道終末処理場 浄化センター

中継ポンプ場 浄化センター

雨水調整池
（ポンプ排水）

浄化センター

会計区
分

インフラの分類

河　川
河　川

橋りょう構造物

一般会
計

道　路

舗　装

橋りょう

道路付属施設

下水道
事業会

計

下水道

汚水管きょ

生活環境
施設

生活環境施設

処理場・ポンプ
場

包括的民間委託のレベル
※「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」（国土交通省）より
　レベル1・・・運転管理の性能発注
　レベル2・・・レベル1に加え、ユーティリティの調達及び管理を含めた委託
　レベル3・・・レベル2に加え、資本的支出に該当しない補修・修繕計画の策定・実施までを含めた委託

公園等・
緑地

公　園

緑　地

※1．	主な管理方法について、例えば、予防保全型管理（状態基準保全）を採用するとしたインフラであっても、その一部の部材や部品については、特性や損傷の傾向により、時間基準保全や事後保全などの異なる管理方法を採用する場合があります。
※2．	事後保全型管理を採用するインフラにおいても、設置から取替までの期間に関する状況をデータベース化することによって、時間基準保全の適用を検討します。
※3．	街路照明灯は、設備をリースにより調達する場合もあり、管理方法は未定ですが、予防保全型管理が実施されるものと想定しています。

中期計画末時点（10年後）の目標（R17年度）

管理方法
管理体制（直営・委託

等）
点検・健全度評価等

個別計画（長寿命化・修繕計
画）

計画期間（現行） 長期経費試算

予防保全型管理
（状態基準保全）

R6-R10 なし

予防保全型管理（状態基準保全）
※生活道路の一部を事後保全に変更

（精査する）
- -

事後保全型管理 - - - -

橋りょう長寿命化修繕計画 R7-R11
あり

期間：～R56（2074）

R3-R7
更新後：R8-R12（予定）

あり
期間：～R56（2074）

R4-R8
統合後：R8-R12（予定）
※横断歩道橋に統合予定

あり
期間：～R53（2071）

R7-R11
統合後：R8-R12（予定）
※横断歩道橋に統合予定

あり
期間：～R56（2074）

- -

- -

予防保全型管理
（状態基準保全）

個別発注 定期点検実施（法定・5年に1回） トンネル長寿命化修繕計画 R7-R11
あり

期間：～R51（2069）

事後保全型管理 個別発注 - - - -

事後保全型管理
２年毎の剪定業務発注時に職員にて目視点検を実

施を継続
- - -

予防保全型管理
（状態基準保全）

定期点検実施（5年に1回） - - -

予防保全型管理 定期点検実施（5年に1回） - - -

予防保全型管理 5年毎に実施 - - -

事後保全型管理 - - - -

- -

- -

事後保全型管理 - - - -

予防保全型管理
（状態基準保全）

個別発注・包括的民間委託 定期点検実施（包括的民間委託）
長寿命化修繕計画
・機能保全計画

- -

事後保全型管理 個別発注 - - - -

予防保全型管理
（状態基準保全）

委託・直営・個別発注
個別計画改訂に併せて実施

（公園に準拠）
公園施設長寿命化計画 R2-R11 なし

予防保全型管理
（状態基準保全）

個別発注
日常点検（年１回）、定期点検（10年に1回）実

施
機能保全計画 R7-R57

あり
期間：～R57（2075）

笛田リサイクルセンター長寿命
化計画（H30.3）

H30-H59（R29）
あり

期間：～R29（2047）

- - -

事後保全型管理

予防保全型管理
（状態基準保全）

事後保全型管理

-

横断歩道橋長寿命化修繕計画

個別発注

保守委託により実施 定期実施

その他（現行個別計画に係る情報）

道路舗装修繕計画策定に併せ実施 道路舗装修繕計画修繕等：包括的民間委託・
直営対応

補修更新：個別発注

-

長寿命化修繕計画策定に併せ実施

修繕等：包括的民間委託・
直営（カーブミラー・防護

柵を想定）・
補修更新：個別発注

護岸等：長寿命化修繕計画
※対象：準用河川、普通河川の

一部

予防保全型管理
（状態基準保全）

※普通河川の一部を事後保全に変更
（精査する）

事後保全型管理 指定管理・直営・個別発注 - -

修繕等：包括的民間委託・
直営対応

補修更新：個別発注

-

予防保全型管理
（状態基準保全）

修繕等：包括的民間委託
補修更新：個別発注

個別計画改訂に併せて実施 緑地維持管理計画

H31-R7
更新後：R10～（予定）
※R7改定委託に係る

予算がつかず

なし

なし
予防保全型管理

（状態基準保全）
指定管理・直営・個別発注

個別計画改訂に併せて実施
（遊具は毎年法定点検実施。その他は指定管理に

て随時点検実施。）
公園施設長寿命化計画 R2-R11

-

-- -

-
事後保全型管理

・予防保全型管理
（時間計画保全）

※機械設備

直営・個別発注 -

- -

　経営戦略：R3-R12
ストマネ計画：R4-R8

なし
※R8-R17の将来経費試算を実

施予定

予防保全型管理
（状態基準保全）

ウォーターPPP
下水道経営戦略

・ストックマネジメント計画

定期点検実施（法定・5年に1回）
予防保全型管理

（状態基準保全）

予防保全型管理
（状態基準保全）

定期点検実施
（予防保全型管理施設のみ）

ストックマネジメント計画策定時に実施

事後保全型管理
・予防保全型管理

（時間計画・状態基準保全）
※電気設備・機械設備

事後保全型管理
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